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★★★ ＜第24回知的財産翻訳検定試験【第13回和文英訳】＞ ★★★ 

≪１級課題 -知財法務実務-≫ 

 

【解答にあたっての注意】 

１．問題の指示により翻訳してください。 

２．解答語数に特に制限はありません。適切な箇所で改行してください。 

３．課題文に段落番号がある場合、これを訳文に記載してください。 

４．課題は２題あります。それぞれの課題の指示に従い、２題すべて解答してください。 

 

 

［設問１］下に示すのは、日本国を指定するＰＣＴ国際特許出願の国内移行手続に関して

日本特許庁がした処分を不服として出願人が提起した訴訟の控訴審判決文の一部です。下

線部を英語に翻訳してください。 

*****問題文ここから***** 

第４ 当裁判所の判断 

 当裁判所も，控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなか

ったことについて，法１８４条の４第４項所定の「正当な理由」があるということはでき

ず，本件処分に違法はないから，控訴人の請求は棄却すべきものと判断する。 

 その理由は，以下のとおりである。 

 １ 認定事実等 

 原判決の「事実及び理由」第３の１記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，

原判決１９頁１６行目以降に「アルファベット順に国名ないし広域名が記載され，その国

名等の段落ごとに」とあるのを，「アルファベット順に行ごとに国名ないし広域名が記載

され，その国名等の右側の離れた位置に」と訂正する。）。 

 ２ 「正当な理由」の意義 

 我が国では，外国語特許出願の出願人は，従前，国内書面提出期間内に明細書等翻訳文

を提出しなかった場合には救済されなかったところ，平成２３年改正法は，明細書等翻訳

文を提出することができなかったことについて「正当な理由」があるときは，一定の期間

内に限り，これを救済するために新設されたものである。 

 これは，ＰＬＴにおいて手続期間の経過によって出願又は特許に関する権利の喪失を引

き起こした場合の「権利の回復」に関する規定が設けられ，加盟国に対して救済を認める

要件として「Due Care」（相当な注意）又は「Unintentional」（故意ではない）のいず

れかを選択することを認めており（ＰＬＴ１２条），同規定に沿った諸外国の立法例とし

て，例えば，欧州においては，「Due Care」（相当な注意）基準を採用し，相当な注意を

払っていたにもかかわらず期間の不遵守が生じた場合に救済が認められる運用がされてい
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ることなどを踏まえ，当時，我が国はＰＬＴに未加盟であったものの，国際的調和の観点

から，外国語特許出願の出願人について，期限の徒過があった場合でも，柔軟な救済を図

ることにしたものと解される。 

 もっとも，法１８４条の４第４項所定の「正当な理由」の意義を解するに当たっては，

(1)特許協力条約に基づく国際出願の制度は，国内書面提出期間以内に翻訳文を提出する

ことによって，我が国において，当該外国語特許出願が国際出願日にされた特許出願とみ

なされるというものであるから，同制度を利用しようとする外国語特許出願の出願人には，

自己責任の下で，国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することが求められること，

(2)国内書面提出期間経過後も，当該外国語特許出願が取り下げられたものとみなされた

か否かについて，第三者に監視負担を負わせることを考慮する必要がある。 

 そうすると，法１８４条の４第４項所定の「正当な理由」があるときとは，特段の事情

のない限り，国際特許出願を行う出願人（代理人を含む。以下同じ。）として，相当な注

意を尽くしていたにもかかわらず，客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を

提出することができなかったときをいうものと解するのが相当である。 

 ３ 「正当な理由」の有無 

（１）相当な注意 

 ア 国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなければ，外国語特許出願は国際出

願日にされた特許出願とはみなされないのであるから，国際特許出願の対象となる国及び

広域の移行期限を確認することは，当該国際特許出願を行う出願人に当然に求められると

いうべきであるところ，控訴人は，現地事務所は，移行期限を徒過しないよう十分な体制

を構築していたと主張する。 

 イ 前記認定のとおり（引用に係る原判決第３の１（３）カ），本件出願の処理に当た

り，現地事務所では，補助者であるＡ氏が，依頼人が移行手続を指示した国及び広域につ

いて，締切リスト（甲１４）及びＷＩＰＯの期限表（甲１３）を用いて，移行期限が３０

か月であるかあるいは３１か月であるかを確認した上で，移行期限が３０か月である国に

ついて指示書を作成したものである。 

 しかし，前記認定のとおり（引用に係る原判決第３の１（２）ウ），締切リストには，

対象となる国又は広域の移行期限が３０か月であるか３１か月であるかについて区別して

記載されていない。また，前記認定のとおり（引用に係る原判決第３の１（３）カ），Ｗ

ＩＰＯの期限表は，アルファベット順に行ごとに国名ないし広域名が記載され，その国名

等の右側の離れた位置に移行期限が「３０」あるいは「３１」などの数字で記載されてい

るものであるから，同期限表を目視するときは「３０」ないし「３１」という移行期限の

表記が縦方向に混在して記載されているように見えるものである。 

 そうすると，本件出願の処理に当たり，補助者であるＡ氏が，締切リスト及びＷＩＰＯ

の期限表を用いて移行期限を確認するだけでは，同人が特許管理業務に豊富な経験を有し

ていたことを考慮しても，移行期限を看過するという人的ミスが生じ得ることは当然に想

定されるものであったというべきである。 
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 ウ そして，前記認定（引用に係る原判決第３の１（２）キ）によれば，現地事務所に

おいて，管理者は，補助者が起案した指示書が適切に作成されているか否かについて，本

件システム上のリストを用いてチェックしたことは認められるものの，それがどのような

内容のリストであるか，また，いかなる事項についてチェックしたものかについては明ら

かではない。これを，管理者が，締切リストを用いて移行期限をチェックしたものと解し

たとしても，前記のとおり，締切リストには，対象となる国又は広域の移行期限が３０か

月であるか３１か月であるかについて区別して記載されておらず，Ｃ氏作成に係る陳述書

（甲５０）によっても，本件において，管理者が移行期限について，締切リストのほかに，

どのような資料を用いて確認したかについては明らかではないから，管理者が，移行指示

を受けた国及び広域の移行期限を確認したものということはできない。なお，同陳述書に

おいて，管理者は「専門的データベース」を用いて指示書等を確認した旨記載があるもの

の，「専門的データベース」の具体的内容は明らかではなく，これが移行期限を確認する

に当たり，有用なものであると認めるに足りる証拠はない。 

 また，平成２５年３月１２日付けメール（甲３４）によれば，Ｂ氏が，イスラエル，米

国，カナダについて指示書の書状及び付属書類の確認をしたことは認められるものの，そ

の際，Ｂ氏が，各国の移行期限の確認作業を行ったとまでは認められない。Ｃ氏作成に係

る宣誓書（甲９の１）及び陳述書（甲１２）によっても，管理者による確認作業が，いか

なる事項を対象に，どのような資料をもとに行われたかについては明らかではない。その

他，本件において，管理者が移行期限の確認作業を行ったとの事実を認めるに足りる証拠

はない。 

 したがって，本件出願の処理に当たり，現地事務所が，管理者をして，移行指示を受け

た国及び広域の移行期限の再確認作業を行ったとの事実を認めることはできない。また，

現地事務所において管理者が移行期限の確認作業を行う体制が構築されていたとの事実も

認められない。 

 エ このように，本件出願の処理において，移行期限を看過するという補助者による人

的ミスが生じ得ることは当然に想定されるところ，管理者などが，移行期限の再確認作業

を行ったとの事実も，現地事務所において移行期限の再確認作業を行う体制が構築されて

いたとの事実も認められない。よって，現地事務所が，本件出願の処理に当たり，移行期

限を徒過しないよう相当な注意を尽くしていたということはできない。 

 （２）控訴人の主張について 

 控訴人は，本件は，特殊例外的な事情により偶発的に過誤が発生したものであると主張

する。 

 しかし，本件において，補助者であるＡ氏のみが，締切リスト及びＷＩＰＯの期限表を

用いて移行期限の確認作業を行った場合，人的ミスが生じ得ることは当然に想定されるも

のである。 

 したがって，本件事務所において指示書作成のための実質的な期間が短く，平成２５年

３月１２日は悪天候の影響から欠勤者がおり，Ｂ氏が多忙であって，さらに同人が妊娠し
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ており体調が優れなかったことから，移行期限の再確認作業が行われなかったとしても，

これをもって，国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったこと

について特段の事情があったということはできない。 

（３）小括 

 よって，本件において，控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出すること

ができなかったことについて，法１８４条の４第４項所定の「正当な理由」があるという

ことはできない。 

*****問題文ここまで***** 

 

［設問２］以下はある小説のコミック版の出版に関する架空の契約の抜粋です。下線部を

英語に翻訳してください。なお、翻訳に際して、定義語（文中、「以下『○○』という。」

という形式により定義された用語のこと。）については、各単語の先頭大文字にて訳出し

てください（たとえば、「ライセンシー商品」が定義の場合、Licensee Productなど）。 

*****問題文ここから***** 

出版等に関する契約 

 

XYZ Publishing Corporation（以下「ライセンシー」という。）と、小説家乙田太郎（以

下「ライセンサー」という。）とは、ライセンサーの有する「XXXXX」と題される小説

（以下「本作品」という。）について、以下の各条のとおり合意したので、この出版等に

関する契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1条（権利許諾） 

 ライセンサーは、ライセンシーに対して、（１）本作品をライセンサーが事前に書面に

て同意した内容で漫画用脚本（以下「本脚本」という。）に翻案して、（２）本脚本に対

して、ライセンサーが書面にて事前に承認したアートデザイナーにより開発された一連の

漫画絵を付することにより、コミック出版用原版（以下「本原版」という。）を作成し、

（３）本原版から直接作成された複製物（以下「本コンテンツ」という。）を、2017 年 4

月 1日から 2018 年 3月 31日までの期間（以下「本頒布期間」という。）中、

www.xyz.publishing.online においてライセンシーが運営する「XYZ コミックオンライン」

と現行称されるコミック電子出版サービス（以下「本サービス」という。）によって、ア

メリカ合衆国の地理的領土内（以下「本地域」という。）においてのみアクセス可能な態

様にて、複製不能なダウンロード形式により本サービスの利用者に対して頒布することに

ついて、独占的ライセンス（以下「本ライセンス」という。）を許諾する。 
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（中略） 

 

第 5条（ライセンス料） 

 本ライセンスの対価として、ライセンシーはライセンサーに対して、（１）本脚本及び

本原版の作成に係る一時ロイヤルティとして、５万米国ドル、（２）本コンテンツの最小

ロットロイヤルティとして、本コンテンツの本サービスにおける小売単価（米国ドル）の

４０％に対して１００万部を乗じた金額、及び（３）本コンテンツのランニングロイヤル

ティとして、本コンテンツの本サービスにおける小売単価（米国ドル）の４０％に対して、

累積頒布部数分から１００万部を控除した部数（ただしこの結果がマイナスとなる場合に

は、０とみなす。）を乗じた金額を支払うものとする。 

*****問題文ここまで***** 

 

 


